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 まずは、自分の命を守ることを
  優先した行動を取るようにしましょう。

危険が迫る前に、または危険が迫ったら迷わ
ず避難しましょう。しかし、避難所は「密集・
密閉・密接」の３密の状態を避けることが難
しく、感染リスクが高いと言われています。

  避難所での感染症対策

・マスクの着用　 
・手洗いや消毒の徹底　 
・咳エチケットの徹底
・健康チェックの実施
・社会的距離の確保
※  3 密の状態を避けるため、指定避難所の収容人数

が増えた場合、避難所の移動や車中泊等をお願い
する場合があります。

※ 食料、飲み物、薬、マスク、アルコール消毒液、
体温計など、各自必要なものを持参して避難して
ください。

  逃げ遅れてしまったり、
  屋外に出ることが危険な場合は・・・

自宅の中で最も安全な場所または２階の斜面
の反対側等に移動しましょう。

これから、梅雨・台風シーズンを迎えます。新型コロナウイルス感染症の不安が広がるなか、
災害が起きたら避難はどうすればよいのでしょうか。

  避難は指定避難所へ逃げることだけでは
  ありません。事前に命を守るための
  安全な行動を考えましょう。

  自宅が安全なら「在宅避難」
自宅にいることが十分安全な場合は、「在宅
避難」という選択もあります。日ごろから食
料・水などの備蓄や、家の中の安全対策を行っ
ておきましょう。

  親族、友人宅への避難
指定避難所の数は限られており、３密を避け
るため、可能な方は、安全な場所にある親族
や友人の家へ避難できるよう、事前にお願い
しておきましょう。

  車中泊などの利用
避難所の駐車場等を利用し、車両の中に退避
することも一つの手段ですが、エコノミーク
ラス症候群（食事や水分を十分に取らない状
態で、長時間座っていて足を動かさないと、
血行不良が起こり血液が固まりやすくなり、
肺塞栓などができる症状）には十分注意しま
しょう。

町も最善の対策をとりますが、町民の皆様のご協力がなければ新型コロナウイルス
感染症対策は成り立ちません。「新しい生活様式」を町全体で実践しましょう。

台風が来た！台風が来た！ でもコロナが不安・・・でもコロナが不安・・・

「新しい生活様式」の避難方法を教えて！
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　　  施設
 利用休止

 役場業務 本庁舎・第二庁舎ともに開庁
（水道課の土日祝日の料金収受窓口は 6 月から再開しています）

 営業自粛

・文化センター
   （9月末まで）

 �町民体育祭（10月4日㈰の予定でした）

 �ときがわもみじ
太鼓まつり

・�ときがわ納涼まつり
・和の祭典
・釣り交流会

・��川 の 広 場 バ ー ベ
キュー場（6月末まで）

・�木のむらキャンプ場
（6月末まで）

※予約も不可
・�小中学校運動場・

体育館（9月末まで）

・�ときがわ町防災訓
練（9月6日㈰の予定で
した）

・星空観望会
・�比企郡民体育大会

（全種目）

・�くぬぎむら体験交
流館（当分の間）

・�星と緑の創造セン
ター（6月末まで）

・�トレッキングコー
ス駐車場（西平）

・温泉スタンド
・三波渓谷駐車場
・木のむら物産館
・いこいの里大附
・やすらぎの家
・都幾川四季彩館
 （バーベキュー広場含む）
・建具会館加工所

・健康広場館
・�活き生き活動セン

ター
 �たまがわ子育て
支援センター

    （予約制）

 　　   サービス
 休止中
・温泉利用補助券の交付（福祉課）

 再開
・ 地域支え合いサポート事業（社会福祉協議会）
・ 福祉有償運送（社会福祉協議会）

・（6/15～）��せせらぎホール内レンタサイクル

 再開
・町立図書館
・雀川砂防ダム公園
・�親水公園グランド

ゴルフ場
・玉川運動場
・�本郷第 1 球場
  （夜間照明含む）
・本郷第 2 球場
・西平運動場
  （テニスコート含む）

（6/15～）�
・玉川公民館
・都幾川公民館
  （図書室含む）
・体育センター
・�玉川トレーニング

センター

　　  イベント等
 中止

　　  学校
・��6月1日㈪に学校を再開し、段階的に教育

活動を行っていきます。

新型コロナウイルスの影響による役場関連の情報
（令和 2 年 6 月 12 日現在）　

5 月 26 日㈫から通常勤務をしています。来庁される際は、マスクの着用にご協力をお願いします。
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手指消毒用アルコール配布の受取
6/3～11の配布期間に受取できなかった方
は、下記の日程でも受取ることができます。

（代理受領も可）
 6月30日まで
保健センター（平日9時～16時）

 6月27日㈯・28日㈰・7月4日㈯・5日㈰
玉川公民館（9時～16時）

 6月16日㈫・23日㈫・30日㈫
町民課（本庁舎）（17時～19時）


